
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
申
請
）

第
三
十
条

学
校
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
設
立
を
目
的
と
す
る
寄
附
行
為
を
も
つ
て
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
手

続
に
従
い
、
当
該
寄
附
行
為
に
つ
い
て
所
轄
庁
の
認
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

目
的

二

名
称

三

そ
の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
名
称
及
び
当
該
私
立
学
校
に
課
程
、
学
部
、
大
学
院
、
大
学
院
の
研
究
科
、
学
科
又
は
部
を
置
く
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
又
は
種
類
（
私

立
高
等
学
校
（
私
立
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
に
広
域
の
通
信
制
の
課
程
（
学
校
教
育
法
第
四
十
五
条
第
三
項
（
同
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
広
域
の
通
信
制
の
課
程
を
い
う
。
）
を
置
く
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

四

事
務
所
の
所
在
地

五

役
員
に
関
す
る
規
定

六

評
議
員
会
及
び
評
議
員
に
関
す
る
規
定

七

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
規
定

八

収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
そ
の
他
そ
の
事
業
に
関
す
る
規
定

九

解
散
に
関
す
る
規
定

十

寄
附
行
為
の
変
更
に
関
す
る
規
定

十
一

公
告
の
方
法

（
役
員
）

第
三
十
五
条

学
校
法
人
に
は
、
役
員
と
し
て
、
理
事
五
人
以
上
及
び
監
事
二
人
以
上
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

理
事
の
う
ち
一
人
は
、
寄
附
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
長
と
な
る
。

（
役
員
の
選
任
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

学
校
法
人
が
私
立
学
校
を
二
以
上
設
置
す
る
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
寄
附
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
校
長
の
う
ち
、
一
人
又
は
数
人

を
理
事
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



３

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
理
事
は
、
校
長
又
は
評
議
員
の
職
を
退
い
た
と
き
は
、
理
事
の
職
を
失
う
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

５

学
校
教
育
法
第
九
条
（
校
長
及
び
教
員
の
欠
格
事
由
）
の
規
定
は
、
役
員
に
準
用
す
る
。

第
四
十
二
条

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
議
員
会
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

予
算
、
借
入
金
（
当
該
会
計
年
度
内
の
収
入
を
も
つ
て
償
還
す
る
一
時
の
借
入
金
を
除
く
。
）
及
び
重
要
な
資
産
の
処
分
に
関
す
る
事
項

二

寄
附
行
為
の
変
更

三

合
併

四

第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
（
評
議
員
会
の
議
決
を
要
す
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
解
散

五

収
益
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
重
要
事
項

六

そ
の
他
学
校
法
人
の
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
で
寄
附
行
為
を
も
つ
て
定
め
る
も
の

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
寄
附
行
為
を
も
つ
て
評
議
員
会
の
議
決
を
要
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

民
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

第
五
十
四
条

理
事
ノ
代
理
権
ニ
加
ヘ
タ
ル
制
限
ハ
之
ヲ
以
テ
善
意
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス


